
佐賀市民の皆さんへ

あなたの住むまちを、さらに住みよくしていくために、
自治会活動に参加しましょう！

佐賀市自治会協議会事務局 （佐賀市役所総務法制課内） 0952-40-7010

ふれあい
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３つ
の“あい”でつながる輪

佐賀市自治会協議会の活動を詳しく知りたい方は、 ホームページ〈http://saga-jichikai.sainsweb.net〉をご覧ください。



自治会とは、地域に住む人々が、親睦とたすけあいによる

「住みよいまちづくり」を目的とした住民自身による自治

組織で、会員の会費等の収入で自主的に運営しています。

今だからこそ
求められる
自治会の役割

防災・防犯活動

自治会に加入している人が増えると地域のコミュニティが活発になり、 住みよいまちづくりにつながります。 あなたも一緒に地域の活動に参加してみましょう。 きっと、 近所の友達が見つかります。 家の近くに知り合いが増えると困ったことが起きたときに心強いです。

加入するとどうなるの？

自治会の主な活動

自治会加入申込書

様
【個人情報の取扱いについて】 ご記入いただいた個人情報は、本人様の同意なく自治会活動に関する目的以外の利用・提供等はいたしません。

氏　名
（世帯主）

ふりがな

あなたの自治会は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 です

申込日 年　　　　月　　　　日 電話番号 -　　　　　　　　-　　　　　　　　

お問い合わせ

万一の災害や犯罪被害の発

生に備え、防災訓練や防犯

パトロールを行っています。

暗い夜道を照らす防犯灯の

設置・管理も自治会が行って

います。

環境・美化活動
河川清掃、ごみステーション

の設置や維持管理への協力

など、みんなが生活する環

境を守る活動をしています。

親睦活動
地域の運動会や夏祭り、子

ども会や敬老会など、ふれ

あいの場をつくることも自治

会の大事な役割です。

ご住所
佐賀県佐賀市

8 4

お住まいの地域の自治会にお申し込みください。 また、 自治会が分からない場合は、 下記のお問い合わせ先に
お尋ねください。

下記の自治会加入申込書を佐賀市役所総務法制課または各支所の総務・地域振興グループにご提出いただくと、
お住まいの自治会におつなぎすることもできます。

佐賀市自治会協議会事務局 （佐賀市役所総務法制課内） 0952-40-7010
キリトリ線

二次元コードからも加入手続きができます／佐賀市ホームページ▼

加入方法
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